
TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

12

相川町長へ計画書を手渡す検討委員会土田
委員長（2月24日）

12広報しばやま 

　町にある公共施設の最適な配置を実現するため、このたび
芝山町公共施設等総合管理計画を策定しました。
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総務課 契約管財係☎ 77 ‐3907問

　町には、公民館、共同利用施設、スポーツ施設、

学校などさまざまな公共施設がありますが、それ

ぞれ老朽化が進んでおり、施設の大規模な改修や

建て替えが必要です。

　しかし、人口減少や少子高齢化が進展する中

で、町税収入の減少など多額の財源不足が見込ま

れ、全ての施設を建て替えることは困難な状況で

す。そのため、公共施設の全体を把握し、更新・

統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより

財政負担を減らし、公共施設の最適な配置を実現

することが必要となっています。

　そこで、今回、皆さまからいただきましたアン

ケートや有識者による検討委員会での議論などを

踏まえて、芝山町公共施設等総合管理計画を策定

しました。計画の中には、公共施設の整備や再編

を推進するための基本方針などが記載されていま

す。

　公共施設等の管理に関する基本方針として、具

体的に右の５つの基本方針をご紹介します（詳し

くは、町ホームページをご覧ください）。

基本方針１　公共建築物保有量の適正化
　将来の人口構成や財政事情などを踏まえ、

公共建築物の保有量を抑制します。

基本方針２　長寿命化の推進
　安全性を確保しつつ長寿命化し、既存施設

を効率的に活用します。

基本方針３　維持管理費用の縮減
　維持管理の適正化と予防保全により既存施

設を効果的に活用します。

基本方針４　効率的な利活用の推進
　地域コミュニティの維持やまちづくりの観

点から施設を有効に、賢く利活用します。

基本方針５　多様な財源を活用した効率
的な事業の実施
　公共施設の再整備に国などの支援策を活用

し、自主財源の確保を図ります。
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   はり、きゅう、
マッサージの助成

申請受付開始しました

■ 対象者　芝山町に居住し住民登録
している50歳以上の方

■ 助成内容　「芝山町はり、きゅう、
マッサージ等施術者登録」をして

いる者が行う施術について、利用

券により施術料の一部を助成

■ 助成額　１回の施術につき、利用
券１枚で1,000円

■利用期間　交付日～３月31日
■ 申請　福祉保健課で随時受け付け
ています。申請には窓口に来る方

の印鑑（認印）が必要です。

　 福祉保健課 福祉係
　 ☎ 77-３９１４
問
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付
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。
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一般的な年金相談に関する問い合わせ
来訪相談のご予約

「年金ダイヤル」
0570-05-1165（ナビダイヤル）

050で始まる電話でお掛けになる場合
03-6700-1165（一般電話）

受付時間
月曜日　　　午前8時30分～午後7時
火～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
第２土曜日　午前9時30分～午後4時

※�月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所初日に午後7時まで
　相談をお受けします。
※�祝日（第2土曜日を除く）、年末年始はご利用いただけません。

故 小川英さんに
叙位

�小川英さん（川津場）は芝

山町誕生前の千代田村の時

代から長年議会議員を務め、

町の発展に多大なる貢献を

されました。このたびその功

績を称えられ、内閣総理大

臣より正六位が贈られました。

【主な経歴】
○千代田村議会議員

○芝山町議会議員

○芝山町議会議長

○芝山町文化財審議会会長

○旭日双光章受章

○�全国町村議会議長表彰受

賞

○千葉県知事表彰受賞




